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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月6日(2012.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　［送受信システムの構成例］
　図１は、本発明を適用した送受信システムの一実施の形態の構成例を示している。図１
の送受信システムは、携帯端末装置１１－１および１１－２から構成される。携帯端末装
置１１－１および１１－２は、例えば、携帯電話機やPDA（Personal Digital Assistant
）等として構成され、有線または無線で、互いに通信可能に接続されることで、それぞれ
の間でデータの送受信を行う。ここで、以降においては、携帯端末装置１１－１および１
１－２について、特に区別する必要がない場合は、単に、携帯端末装置１１と称する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　一方、ステップＳ４４において、携帯端末装置１１－１から送信されてくる送信元保持
情報を受信し、送信元の外縁部でアイコンＤが保持されていると判定された場合、通信相
手操作検知部５５－２は、送信元保持情報を、操作判定部５６－２を介して表示制御部５
３－２に供給し、処理は、ステップＳ４５に進む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　ステップＳ４５において、携帯端末装置１１－２の表示制御部５３－２は、操作判定部
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５６－２からの送信元保持情報に基づいて、表示部３１－２の外縁部にアイコンＤの一部
を表示させる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　すなわち、ステップＳ５０の後、ステップＳ５１において、受信制御部５４ｂ－２は、
受信部３２ｂ－２に、携帯端末装置１１－１からのデータ受信を開始させる。このとき、
操作判定部５６－２は、操作検出部５１－２からの情報と、通信相手操作検知部５５－２
からの情報とに基づいて、携帯端末装置１１－１に表示されているアイコンＤ1がユーザ
１２－１によって保持され、携帯端末装置１１－２に表示されているアイコンＤ2がユー
ザ１２－２によって保持されている状態から、ユーザ１２－１によってアイコンＤ1が開
放され、ユーザ１２－２によってアイコンＤ2がドラッグされ、アイコンＤ全体が表示部
３１－２上に表示されたと判定すると、記録制御部５２－２に、記録部３４－２へのアイ
コンＤに対応するデータの記録を指示する情報を供給する。記録制御部５２－２は、操作
判定部５６－２からの情報に基づいて、受信部３２ｂ－２に受信され、受信制御部５４ｂ
－２から供給されてくる、携帯端末装置１１－１からのアイコンＤに対応するデータを、
記録部３４－２に記録させる。
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